
熊本県市町村総合事務組合行政不服審査法関係手数料条例 

（平成２８年３月１日組合条例第３号） 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」という。）の規定によ

る提出資料等の写し等の交付に係る手数料（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の

規定により徴収する手数料をいう。以下同じ。）に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （提出書類等の写し等の交付に係る手数料の額） 

第２条 法第３８条第１項（法第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規

定において準用する場合を含む。第４条第１項において同じ。）の規定による交付を受ける者は、

その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない。 

 （提出資料の写し等の交付に係る手数料の額） 

第３条 法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付を受ける審査請求

人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければ

ならない。 

 （手数料の減免） 

第４条 審理員は、法第３８条第１項の規定による交付を受ける者が経済的困難により第２条に規定

する手数料を納付する資力がないと認めるときは、交付の求め１件につき２，０００円を限度とし

て、手数料を減額し、又は免除することができる。 

２ 前項の規定による手数料の減額又は免除を受けようとする者は、交付を求める際に、併せて当該

減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。 

３ 前項の書面には、手数料の減額又は免除を受けようとする者が生活保護法（昭和２５年法律第１

４４号）第１１条第１項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助

を受けていることを証明する書類を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明す

る書面を、それぞれ添付しなければならない。 

４ 法第９条第３項の規定により読み替えて法第３８条第１項の規定を適用する場合又は他の法律

の規定において同項の規定を準用する場合であって法律第９条第１項の規定による審理員の指名

を要しない場合においては、第１項及び第２項中「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるも

のとする。 

５ 第１項から第３項までの規定は、法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の規定に

よる交付を受ける審査請求人及び参加人について準用する。この場合において、第１項及び第２項

の規定中「審理員」とあるのは「熊本県市町村総合事務組合行政不服審査会」と読み替えるものと

する。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

別表（第２条、第３条関係） 

交付の方法 手数料の額 

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付 １枚１０円 



複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 １枚２０円 

電磁的記録により記録された事項を白黒で出力したものの交付 １枚１０円 

電磁的記録により記録された事項をカラーで出力したものの交付 １枚２０円 

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を１枚として手数料の額を算定する。 

 


